
【テーマ】（１）感染再拡大に備えたコロナ対策の検証
（地域福祉活動支援）

＜社会福祉協議会による生活福祉資金の
特例貸付の課題と改善策＞

令和３年１１月８日
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室



社会福祉協議会の活動について

社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として規定されており、社会福祉を目的とする事業を経営する者、
社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者等の参加・協力を得て、地域の実情に応じた住民の福祉の増進を図ることを
目的とする民間組織である。全国（全社協）、都道府県、市町村（特別区を含む。）、指定都市の行政区（地区社協）の各レベルで組織されている。

現在、社会福祉協議会を通じて地域における社会福祉に関する活動が活発にすすめられているが、その具体的内容は、それぞれの地域の実情に応じたも
のとなっており多岐にわたっている。

【全国社会福祉協議会】※令和３年６月22日現在 会 長 清家篤（日本私立学校振興・共済事業団理事長、元慶応義塾長）

主な事業（活動）

①ボランティア活動に関する支援、ボランティアの普及活動

②サロン活動等、住民のつながりの場の提供、活動支援

③近隣住民の訪問活動などによる小地域での見守りネットワークづくり

④民間福祉サービスの推進に向けた地域福祉活動計画の策定

⑤ホームヘルプサービスやデイサービスの運営等の介護保険サービス・
障害福祉サービスによる生活の支援

⑥食事サービスや移送サービスの実施・支援等、高齢者・障害者等への生活支援

⑦福祉教育活動の推進、支援

⑧母子・父子家庭組織への支援、学習支援・子ども食堂の実施・支援等、児童への支援

⑨生活困窮者の自立支援（自立相談支援事業等）、生活福祉資金の貸付

⑩各種相談活動

（参考１）
社会福祉協議会数

（令和３年４月１日現在）

全国社会福祉協議会 １ヶ所
（社会福祉法第111条）

都道府県社会福祉協議会 47ヶ所
（社会福祉法第110条）

指定都市社会福祉協議会 20ヶ所
（社会福祉法第109条第１項）

市町村社会福祉協議会 1,721ヶ所
（社会福祉法第109条第１項）

地区社会福祉協議会 104ヶ所
（社会福祉法第109条第２項）
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（参考２）
市区町村社会福祉協議会における

人口規模別平均職員数
（令和２年度）

※介護保険サービス等に従事する職員を除く。

（単位：人）

正規
非正規
常勤

非正規
非常勤

全体 11.2 5.2 5.0
人口１万人未満 4.3 1.3 0.6
人口４～６万人台 12.3 5.5 6.7
人口１０万人台 17.4 10.0 8.5
人口４０万人以上 35.4 18.9 21.5



（参考）特例貸付 これまでの見直しの経緯

○令和2年3月25日 特例貸付について、全国で受付開始（申請受付期間は、令和2年7月末まで）

本則 特例措置

貸付対象者

緊急かつ一時的
な生計維持のた
めの貸付を必要
とする低所得世

帯等

新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、休業等により収入の減少
があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限 10万円以内
10万円以内

（学校等の休業等の特例
20万円以内）

据置期間 2月以内 1年以内

償還期限 12月以内 2年以内

貸付利子 無利子 無利子

本則 特例措置

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となって

いる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入の減少や失業等により生
活に困窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯

貸付上限
（二人以上）月20万円以内
（単身）月15万円以内
貸付期間：原則3月以内

同左

据置期間 6月以内 1年以内

償還期限 10年以内 同左

貸付利子
保証人あり：無利子
保証人なし：年1.5％

無利子

○令和2年6月15日 申請受付期間の延長（令和2年7月末 → 令和2年9月末）
○令和2年7月 2日 総合支援資金について、3か月貸付を行ってもなお日常生活の維持が困難な世帯に対し、延長貸付を実施

○令和2年9月15日 申請受付期間の延長（令和2年9月末 → 令和2年12月末）
○令和2年12月8日 申請受付期間の延長（令和2年12月末 → 令和3年3月末）
○令和3年 1月8日 据置期間の延長（令和4年3月末までに償還時期が到来する貸付については令和4年3月末まで延長）
○令和3年2月19日 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した者に対し、総合支援資金の再貸付を実施
○令和3年3月16日 申請受付期間の延長（令和3年3月末 → 令和3年6月末）、償還免除要件の明確化

○令和3年5月28日 緊急小口資金、総合支援資金（初回・再貸付）の申請受付期間の延長（令和3年6月末 → 令和3年8月末）

○令和3年8月17日 緊急小口資金、総合支援資金（初回・再貸付）の申請受付期間の延長（令和3年8月末 → 令和3年11月末）

償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
・ 緊急小口資金 ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（初回貸付分） ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（延長貸付分） ： 令和５年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（再貸付分） ： 令和６年度の住民税非課税

資金種類ごとに判定
し、一括免除

住民税非課税を確認する対象
は、借受人及び世帯主。

確
認
対
象

2各都道府県社会福祉協議会に対しては、制度変更に併せて、定期的に説明会を設けて変更内容を説明。【これまで延べ６回開催】



運用改善に向けた特例貸付に関する広報の対応①
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①最新版のQ&A等の周知徹底
○ 厚生労働省ホームページ内に、最新のQ&A等（特例貸付の取扱を示した局長通知、問答
集や償還免除の事務連絡）をまとめたページを設置し、そのリンク先を全社協通じて各都
道府県社協に周知（Q&A等の発出の都度、常に最新の情報に更新し、全社協通じて周知）。
※ 従前は、発出した通知や事務連絡は厚労省HPに掲載してきたが、厚労省の新型コロナ特例関係の社会
福祉の通知掲載ページに、発出日順に掲載されているだけで、特例貸付の最新のQ&A等を探すことが
困難となっていた。

従 前
新型コロナ特例関係の社会福祉の通知掲載ページ

単に発出日順に通知・事務連絡を掲載

新 設
「生活福祉資金貸付制度」のページに最新のQ&A等をまとめた
ページを新設

New

↑新型コロナ特例関係の社会福祉の通知掲載ページに移動

令和３年７月５日から開始



運用改善に向けた特例貸付に関する広報の対応②
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②緊急小口資金等の特例貸付の特設サイトに「意見フォーム」を設置
○ 制度・運用改善につなげていくため、意見フォームを設置して、制度の趣旨やQ&Aに照らして
検討が必要と思われるご意見に対しては、状況を確認しながら丁寧な対応を行うとともに、必要に
応じてQ&A等の発出を行い、全国的に適切な運用の実施の周知徹底を図る。

特設サイトのトップページ

令和３年９月９日から開始

ご意見受付フォームのページ

New



コロナ禍での社会福祉協議会の対応
○ 多くの社会福祉協議会で委託されて実施されている生活困窮者自立支援制度における自立相談支援業務については、コロナ禍によって
９割以上の相談窓口が相談支援業務の実施に負担や困難さを抱えている。

○ 社会福祉協議会の声として、貸付業務に手一杯となって十分な相談支援を行うことができなかったことに葛藤していることや、安定的
な相談支援体制の確保に対する課題、コロナ禍において支援を要する者への対応のあり方として、生活福祉資金制度による方法が適切な
仕組みであったのか疑問に感じているなどの声が上がっている。

66.2%

24.4%

5.3%

0.9% 3.1%

強く感じる 少し感じる
あまり感じない 全く感じない
無回答

90.6%

※令和２年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度
の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書」

（北海道総合研究調査会）

【社会福祉協議会の声（※）】
○ 新たな相談者層の増加により、相談員が貸し付け等の事務手続きに追われてしまい、本来の
相談業務等に集中できない実態がある。

○ 特例貸付の相談では、お金だけを借りたいと希望され、相談支援を拒否されることもあり、
やるせない思いをした。

○ 通常は「相談付き貸付」として、相談者と信頼関係を築きながら、貸付ができない場合でも
つながりを切らない働きかけなどを行ってきたが、今回の特例貸付では十分に出来なかったこ
とに葛藤した。

○ 「貸して終わり」「免除して終わり」ではなく、その人に応じた支援を考えないと社協が貸
付を実施する意味はないし、社協の存在価値はないのではないか。

○ 単なる貸付として実施するのであれば、社協が実施する必要はないのではないか。
○ 事務的に「貸金業」をこなしてきたのは、新型コロナウイルスが落ち着いたら、全ての相談
者に必要と思われる支援をしたいという望み。それができないことのストレスやジレンマがな
いよう、支援を制度化し、社協に位置づけ、安定した人件費を確保してほしい。

○ 問題に直面してから相談体制を整備するのではなく、普段からある程度の準備をしておくこ
とが必要ということも、改めて考えさせられた。

○ 長期に渡り新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、支援を必要とする方への対応のあり
方として、生活福祉資金制度による方法が適切な仕組みであったのか、疑問に感じる。

○ 外国人からの申請が多く、対応に苦慮した。
○ 正式に運用変更が決まる前に報道が先行し、またその変更も急な対応が求められたため、
窓口での問い合わせや準備期間の不足等、対応に苦慮した。

（※）社会福祉協議会との意見交換等を通じて、厚生労働省がお聞きしている主なご意見

自治体が担う自立相談支援事業は６割が委託されており、
７７％は社会福祉協議会に委託されている。

新型コロナの影響による
生活困窮者自立支援制度における
自立相談支援業務への負担や困難さ
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参考資料



市町村社会福祉協議会の事業実施状況

7

○ 社会福祉協議会は地域福祉の主要な担い手として、多岐に渡る分野の支援を担っている。

（ｎ＝1,512 調査回答社協数）

分野 事業内容 実施社協数 実施割合 備 考
従来業務 ボランティアセンター機能 1,325 88%

災害ボランティアセンター設置 509 90%実施割合は、災害対応に関する行政との覚書・協定がある社協（566）のうち、
災害ボランティアセンターの設置の記載がある社協

総合相談事業 1,247 82%対象を限定しないあらゆる相談に対応
見守り支援活動 898 59%

生活困窮 自立相談支援事業 557 37%
家計改善支援事業 307 20%

介護 居宅介護支援 978 65%
訪問介護 963 64%
通所介護 575 38%
地域包括支援センター 427 28%

障害 居宅介護 917 61%
重度訪問介護 708 47%
同行援護 475 31%
相談支援事業 395 26%
移動支援事業 445 29%

子ども ファミリーサポート事業 256 17%
学童保育 211 14%

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ 食事サービス 789 52%
移動サービス 529 35%
日用生活品や食品等の物品支援 771 51%
法外援護資金貸付・給付 531 35%

出典：社会福祉協議会 活動実態調査等報告書 ２０１８（令和２年５月刊行）
※調査対象は、市（指定都市を除く）、特別区、町、村、指定都市の行政区の社協（計1,846 回答率82%）



個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施

本則 特例措置

貸付対象者

緊急かつ一時的
な生計維持のた
めの貸付を必要と
する低所得世帯

等

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のた

めの貸付を必要とする世帯

貸付上限 10万円以内
学校等の休業、個人事業主等（※１）の
特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

据置期間 2月以内 1年以内（※２）

償還期限 12月以内 2年以内

貸付利子 無利子 無利子

本則 特例措置

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の
減少や失業等により生活に困
窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入の減少や失業等により生
活に困窮し、日常生活の維持が困難
となっている世帯

貸付上限

（二人以上）月20万円×３月以
内＝60万円以内

（単身）月15万円×３月以内
＝45万円以内

同左

（再貸付あり）（注２、３）

据置期間 6月以内 1年以内（※２）

償還期限 10年以内 同左

貸付利子
保証人あり：無利子
保証人なし：年1.5％

無利子

【緊急小口資金】（一時的な資金が必要な方［主に休業された方］） 【総合支援資金（生活支援費）】（生活の立て直しが必要な方［主に失業された方等］）

※１ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要
する費用が不足するとき
※２ 令和４年３月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和４
年３月末まで延長。

注１ 総合支援資金（生活支援費）については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援
機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。

注２ 令和３年3月末までに申請した特例措置においては、貸付３月目においても日常生活の
維持が困難な場合、延長貸付（３月以内 ６０万円以内）を実施。※令和3年6月末の受付で終了

注３ 令和３年11月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は、
自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付（３月以内 ６０万円以内）を
実施。

緊急小口資金、総合支援資金（初回、再貸付）の申請受付期限を
令和3年8月末から令和3年11月末へ延長。

償還免除について

償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
・ 緊急小口資金 ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（初回貸付分） ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（延長貸付分） ： 令和５年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（再貸付分） ： 令和６年度の住民税非課税

資金種類ごとに
判定し、一括免除

住民税非課税を確認する対象は、
借受人及び世帯主。

確
認
対
象

予算措置額合計：１兆６，７５２億円

令和元年度予備費交付額 267億円
令和２年度第１次補正予算額 359億円
令和２年度第２次補正予算額 2,048億円
令和２年度第３次補正予算額 4,199億円
令和２年度予備費（8/7）措置額 1,777億円
令和２年度予備費（9/15）措置額 3,142億円
令和２年度予備費（3/23）措置額 3,410億円
令和３年度予備費（8/27）措置額 1,549億円

8



5.6 

14.0 

21.1 

34.1 

42.0 

47.6 

31.4 

62.9 

57.5 

53.6 

48.4 

43.3 

41.4 

37.1 

34.1 

29.8 

28.2 

17.4 

30.5 

25.9 

20.5 

21.9 21.6 

18.8 

17.2 17.1 

12.1 

18.7 

11.4 

9.8 9.3 
8.7 

7.4 
8.2 8.1 

6.9 

8.6 8.7 8.5 8.3 

2.0 

7.2 7.1 

11.0 
11.7 

13.8 

15.4 

17.9 

14.8 

19.3 19.4 19.6 20.1 20.0 

13.3 

11.7 11.3 
10.3 

5.3 

13.5 13.0 13.3 

16.1 
14.9 

13.4 
12.5 12.4 

10.4 
9.3 

5.9 

9.7 
9.0 

7.3 

8.7 
9.6 

10.7 

9.0 8.7 

6.1 

9.1 
7.8 

6.5 
5.2 

0.1 0.2 0.4 0.9 

2.4 

6.0 
7.1 

14.5 

18.2 18.5 

26.7 

18.4 

27.2 

19.5 

32.7 

18.1 

26.7 

12.2 

34.2 

13.4 

19.7 

14.7 15.2 

25.3 

15.0 

25.0 

10.5 

22.7 

8.6 

11.2 

7.7 

9.4 

7.9 

6.0 

8.5 

5.2 

10.3 

6.5 

8.3 

6.4 

2.2 

9.1 

5.7 
6.7 

7.7 

11.3 

9.0 

13.9 

11.0 

16.9 

14.2 

20.0 

17.6 

21.2 

24.9 

10.7 

9.0 

10.4 

6.0 

9.8 

12.1 

10.5 

17.1 

11.6 

15.4 

11.1 

12.5 13.0 

9.4 

5.3 

9.3 9.7 

6.2 

10.8 

8.3 8.6 

10.6 

7.8 

4.9 

9.6 

5.0 
5.7 

3.8 

2.0 

30.1 

57.3 

50.9 

39.9 

33.5 

27.8 

10.8 

9.1 

6.8 
6.2 

2.2 

6.2 
7.3 7.0 7.2 

6.6 

10.1 10.3 10.1 
9.2 

12.4 

7.8 

14.5 

12.3 

16.7 

21.3 

19.5 

17.4 

14.3 
13.6 

8.9 

11.8 

8.0 
6.8 

4.9 

0

10

20

30

40

50

60

70

3/
25

～
28

3/
29

～
4/

4
4/

5～
11

4/
12

～
18

4/
19

～
25

4/
26

～
5/

2
5/

3～
9

5/
10

～
16

5/
17

～
23

5/
24

～
30

5/
31

～
6/

6
6/

7～
13

6/
14

～
20

6/
21

～
27

6/
28

～
7/

4
7/

5～
11

7/
12

～
18

7/
19

～
25

7/
26

～
8/

1
8/

2～
8

8/
9～

15
8/

16
～

22
8/

23
～

29
8/

30
～

9/
5

9/
6～

12
9/

13
～

19
9/

20
～

26
9/

27
～

10
/3

10
/4
～

10
10

/1
1～

17
10

/1
8～

10
/2

4
10

/2
5～

31
11

/1
～

7
11

/8
～

14
11

/1
5～

21
11

/2
2～

28
11

/2
9～

12
/5

12
/6
～

12
12

/1
3～

19
12

/2
0～

26
12

/2
7～

1/
2

1/
3～

9
1/

10
～

16
1/

17
～

23
1/

24
～

30
1/

31
～

2/
6

2/
7～

13
2/

14
～

20
2/

21
～

27
2/

28
～

3/
6

3/
7～

13
3/

14
～

20
3/

21
～

27
3/

28
～

4/
3

4/
4～

10
4/

11
～

17
4/

18
～

24
4/

25
～

5/
1

5/
2～

8
5/

9～
15

5/
16

～
22

5/
23

～
29

5/
30

～
6/

5
6/

6～
6/

12
6/

13
～

6/
19

6/
20

～
6/

26
6/

27
～

7/
3

7/
4～

7/
10

 
7/

11
～

7/
17

7/
18

～
7/

24
 

7/
25

～
7/

31
 

8/
1～

8/
7 

8/
8～

8/
14

 
8/

15
～

8/
21

 
8/

22
～

8/
28

 
8/

29
～

9/
4 

 
9/

5～
9/

11
9/

12
～

9/
18

9/
19

～
9/

25
9/

26
～

10
/2

10
/3
～

10
/9

10
/1

0～
10

/1
6

10
/1

7～
10

/2
3

緊急小口資金 総合支援資金 総合支援資金（再貸付）

申請件数（千件）

※直近週の件数については、速報値のため変動する可能性があります。

令和３年１０月２７日現在（速報値）

申請総数

緊急小口資金 1,450,400件

総合支援資金 996,886件

総合支援資金（再貸付） 541,124件

決定総額

緊急小口資金 2,652.4億円

総合支援資金 7,235.2億円

総合支援資金（再貸付） 2,713.2億円

1件あたり
平均

緊急小口資金 18.7万円

総合支援資金 74.8万円

総合支援資金（再貸付） 52.2万円

緊急小口資金、総合支援資金の申請件数の推移



（参考）特例貸付の運用に関する問答集の改訂の経緯

改訂日 主な改訂内容

Ｖｏｌ．１
令和２年
３月１３日

○ 貸付にあたっては、相談者の状況を丁寧に聞き取り、柔軟
な運用を行うことを明示。

Ｖｏｌ．２
令和２年
３月２４日

○ 収入の減少程度は問わないことや貸付の理由を限定する
ことは不適当であること等を明示。

Ｖｏｌ．３
令和２年
３月２５日

○ 一律に特定月数の給与明細等の書類を求めないことや
外国人や個人事業主も貸付対象であること等を明示。

Ｖｏｌ．４
令和２年
３月２７日

○ 新たに職員を配置する等の相談体制の強化に必要な
経費が事務費の対象であることを明示。

Ｖｏｌ．５
令和２年
３月３０日

○ 教育支援資金等のその他の貸付を受けていても、資金の
使途や必要性、償還能力等を勘案して柔軟に貸付を行うこと
等を明示。

Ｖｏｌ．６
令和２年
４月３日

○ 個人事業主等の収入減少の確認は、申立書を活用できる
ことや、収入減少の幅を超えて必要な資金の貸付が可能で
あること、住民票等の必要書類は事後提出でも可能である
等を明示。

Ｖｏｌ．７
令和２年
４月１０日

○ 破産手続き中の世帯員がいる世帯であっても、資金の
使途や必要性、償還能力等を勘案して貸付を判断すること
等を明示。

Ｖｏｌ．８
令和２年
４月１６日

○ 必要な額を迅速に貸し付けることが一層重要であることと
する基本方針を明示。

○ 失業状態になくても、コロナの影響で収入減少があれば
貸付の対象であること等を明示。

Ｖｏｌ．９
令和２年
４月２３日

○ 総合支援資金の申込みは郵送申請が原則であることや、
緊急小口資金は償還能力を厳密に審査するのではなく、
柔軟に貸付を行うこと、総合支援資金は貸付金額が多額で
あることから、収入状況の改善見込等を確認しながら、償還
能力等を勘案の上で検討を行うこと等を明示。

Ｖｏｌ．
１０

令和２年
４月２８日

○ 印鑑登録証明書は不要であることを明示。

改訂日 主な改訂内容

Ｖｏｌ．
１１

令和２年
７月３日

○ 総合支援資金の延長貸付の開始に伴う、延長貸付の
具体的な取扱内容（自立相談支援機関の支援を受ける等）
等を明示。

Ｖｏｌ．
１２

令和２年
９月１７日

○ 令和２年１０月以降、総合支援資金の初回貸付も自立
相談支援機関の支援を受けることに同意することを貸付の
条件とすること等を明示。

Ｖｏｌ．
１３

令和２年
１２月２８日

○ 判断に迷うケースは、市社協から県社協、県社協から
厚労省に相談することや、仕送りの減少した等の学生に
対して柔軟に貸付を行う等を明示。

Ｖｏｌ．
１４

令和３年
２月１２日

○ 総合支援資金の再貸付の開始に伴う、再貸付の具体的
な取扱内容（自立相談支援機関の支援を受けることや、
必要に応じてハローワークや生活保護につなぐこと等）等を
明示。

Ｖｏｌ．
１５

令和３年
３月１６日

○ 養育費の減少やアルバイトやパートのシフト減少による
減収、内定取り消し等の場合も、コロナによる収入減少が
確認できれば柔軟な貸付を行うことが可能である旨を明示。

Ｖｏｌ．
１６

令和３年
３月１８日

○ 償還免除の具体的な取扱（資金種類ごと免除判定を行う
ことや残債の一括免除等）を明示。

Ｖｏｌ．
１７

令和３年
６月１日

○ 再貸付を利用した世帯は再度の貸付を行わず、自立支援
金により対応すること等を明示。

Ｖｏｌ．
１８

令和３年
６月２８日

○ 再貸付が不承認となり、自立支援金を受給している者が、
再度、再貸付の申請を行っても貸付の対象にならないことを
明示。

Ｖｏｌ．
１９

令和３年
８月１７日

○ 再貸付は令和３年４月以降に緊急小口及び初回貸付を
申請された世帯も対象であることを明示。

Ｖｏｌ．
２０

令和３年
９月１３日

○ 関係機関等との連携の際に、相談者が第三者に特例
貸付の利用を知らされることを望まない場合は、本人の
意思を尊重する等の対応を行うことを明示。
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（令和３年９月１３日時点）
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